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6 月議会が開会 

6 月議会は、1 日開会し 20 日まで行われます。1 日に村長から議案

が出され 20 日に審議します。9・12・13 日は議員の一般質問が行なわ

れます。お時間の取れる方はぜひ傍聴にお出かけください。 

大名の一般質問は、9 日（金）10 時からです 

質問項目をお知らせします。少し欲張り 7 項目です 
①安全協定見直し要求における原電の回答への対応について 

②東海第二原発の再稼働是非の判断について 

③東海村広域避難計画の策定進捗と避難訓練実施について 

④家族介護用品購入費助成事業について 

⑤真崎浦土地改良区揚排水機場の管理について 

⑥就学援助制度の入学準備金の入学前支給ほか、改善に向け

た取り組みについて 

⑦東海文化センターホール及びステーションギャラリーB の

貸館機能の充実について 

 

請願は 1 件です 

「若い人も高齢者も安心できる

年金制度を求める請願」  
請願者 全日本年金者組合東海支部 

      支部長 大森登美子様 

紹介議員  恵利 いつ議員 
 

🌸請願は、文教厚生委員会に付託されま

した。13 日（火）午後 3時から委員会を

開いて、請願者と紹介議員から請願内容

の趣旨を伺います。 

 

大豊プラントの産廃焼却施設 

建設工事差止訴訟の控訴審、傍聴に行きませんか 

日時 6月 28日（水）午後 3時 東京高裁８階 
当日は、高速バスで行きます。原研前乗り場９時３４分発のバスです。駐車場がありますので

ご利用できます。 

裁判はこれまで裁判所が原告側の主張や証人の 

説明をしっかり受け止め主体的に調査し公正な判 

断を下すことをされなかったため、判決の内容は 

業者の言うまま、茨城県の言うままの不当判決で

す。大豊プラントの計画では焼却炉の構造と燃焼具 

合に矛盾があり、炉の構造上また燃焼計画では絶対

的に空気不足で不完全燃焼となり、黒煙をはじめ一 

酸化炭素、アルデヒド、ダイオ キシン類の発生原 

 

 

因物質を大量に発生することが専門家により証明 

されているのです。公正な裁判のために今傍聴が大 

切になっています。大豊プラントは住民に対して 

「今にも着工する」と言ってきています。「10 年も 

操業を遅らされて損害賠償を求めたいと考えてい 

る」など、強気です。これでは仮に操業されても信 

頼できる仕事にはならないでしょう。 

横暴は止めてほしいです！！ 

 

旧動燃による不当差別是正を求める訴訟ってご存知でしょうか？ 
動燃の職員は、原子力等事業に関して考えていることを発言することが許されなかったため、安全のた

めにはと考えを述べようものなら給料、仕事の内容、配置などで大がかりな不当差別が行われてきている

ことをご存知でしょうか。こうしたことを放置すれば、「原子力関係の事業がますます危険を増すばかり」

と、2015 年 7 月に 3 人が差別是正の提訴に踏み切り、このほど、さらに 2 名が新たに提訴しました。 

その差別の内容はあまりに非人間的、非常識的、やってはならない差別です。こうしてまで守らなけれ

ばならない原子力って？ いかに住民に知らされていない問題が多く危険が多いかを知る思いです。 

 


